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つくばみらい市 市章 

 

「つくばみらい市」の頭文字「つ」と「み」をモチーフに、青と緑は空と清流に育ま

れた歴史と文化の田園都市を、赤は情熱と輝きと協力をイメージした太陽を表

現しています。全体では羽ばたく鳥のイメージを描き、「つくばみらい市」の発展

と飛躍を象徴しています。 
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はじめに 

（１）経営戦略について 

つくばみらい市（以下「本市」という）は、平成１８年（２００６年）３月に、谷和原村と伊奈町の合

併によって誕生した、茨城県南部に位置する街です。つくばエクスプレス沿線にあり、首都圏へ

のアクセスが良好なため、近年は住宅都市として発展しています。市域は平坦で、広大な農地や

新しい住宅地が広がり、都心から移り住む家族世帯も増えています。また、近隣には筑波山や牛

久沼といった自然環境も豊富で、田園風景が広がる地区です。本市は都市の発展とともに、公衆

衛生の向上および公共用水域の水質保全を目指して、公共下水道事業や農業集落排水事業を

進めており、下水道の普及率向上に力を入れています。また、合併処理浄化槽設置整備事業も

導入し、汚水処理施設の整備を進めており、快適な生活環境の実現を目指しています。また、大

規模自然災害の頻発により、防災意識や環境保全意識も高まるなど、新たな課題にも直面して

います。 

社会経済情勢の多様な変化のもとで、市民の安全で衛生的な暮らしを支える下水道事業を今

後も安定的に継続していくためには、現状の適確な把握と分析に加えて、中長期的な視点から

の将来環境の予測と、計画に沿った戦略的な経営による持続可能性の向上が重要です。こうし

たことから、迅速かつ効率的な事務事業の遂行を可能とする機動的な組織体制を確立し、財政

基盤の強化を図ることで、公営企業として、住民生活にとって重要なインフラサービスである下

水道事業を将来にわたって安定的に継続することができるよう、中長期的基本計画として、令

和４（２０２２）年３月に経営戦略の策定を行い、今般、経営戦略を改定することとしました。 

つくばみらい市の位置 
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（２）計画期間について 

 中長期的な視点から経営基盤の強化等に取り組むことができるよう、経営戦略の計画期間は

前回同様に令和４（２０２２）年度から令和１３（２０３１）年度までの１０年間とします。 

 

（３）経営戦略の位置付け 

 本市下水道事業の各種施策は、本市の最上位計画である「第２次つくばみらい市総合計画（後

期基本計画）」に基づいて実施しています。そのため、経営戦略は、総合計画で掲げる本市の将

来都市像を実現するための事業計画として位置づけ、他の施策・計画等との整合を図りつつ策

定します。 

 

経営戦略の位置づけ 
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１．経営戦略策定及び改定の背景と目的 

（１）公営企業の更なる経営改革の推進 

我が国においては、今後の急速な人口減少等に伴うサービス需要の縮小や施設の老朽化に伴う

更新需要の増大等、公営企業を取り巻く経営環境が厳しさを増す一方で、各公営企業は将来にわた

り住民生活に必要なサービスを安定的に提供していくことが強く求められています。 

そのためには、公営企業会計の適用や経営比較分析表の活用による「見える化」といった現状分

析に基づき、経営戦略の策定や抜本的な改革等の取組を進め、経営基盤の強化と財政マネジメント

の向上を図るとともに、これらについて、より実効性を高めるために更なる経営改革を推進するこ

とが不可欠となっています。 

 

図１ 公営企業における更なる経営改革の推進について 

 

※出典：経済産業省「第１６回 産業構造審議会 地域経済産業分科会 工業用水道政策小委員会」資料７ 

総務省「全国都道府県・指定都市公営企業管理者会議（令和７年１月２７日開催）」資料１－５ 
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（２）国の求める経営戦略策定および改定の指針 

公営企業は、使用料収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則とし、住民生活に身近な社会

資本を整備する役割を果たしています。しかし、人口減少による使用料収入の減少や施設の老朽化

に伴う更新投資の増大など、厳しい経営環境への対応が求められています。このため、総務省は公

営企業に対し、中長期的視点での合理的な経営を実現するための「経営戦略」の策定を推奨してい

ます。これに基づき、計画的な経営を進めることで、経営基盤の強化や効率化、経営健全化を図り、

事業やサービスを安定的に提供し続けることが期待されています。 

経営戦略については、平成２８（２０１６）年度から令和２（２０２０）年度までに策定を行い、令和３

（２０２１）年度から令和７（２０２５）年度までに改定することが求められています。また、総務省はこ

れまでに経営戦略の策定について、平成３１（２０１９）年３月、令和４（２０２２）年１月の２回、ガイドラ

イン及びマニュアルを変更しています。 

 

図２ 公営企業の「経営戦略」の策定・改定の推進について 

 

※出典：経済産業省「第１６回 産業構造審議会 地域経済産業分科会 工業用水道政策小委員会」資料７  
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（３）経営戦略の要旨 

経営戦略においては、下水道資産の現状分析をもとにした長期的な需要の見通しや更新等の投

資計画を立てることになりますが、経営の悪化が想定される場合、使用料改定検討等の計画に基づ

いて事業の持続性に対する的確な見通しを描くために、中長期の「投資・財政計画」の策定を行いま

す。 

「投資・財政計画」の策定にあたっては、「投資試算」及び「財源試算」による将来の事業環境の予測

が求められます。「投資・財政計画」は、現時点で反映可能な経営健全化や財源確保に係る取組を踏

まえて試算を行います。その上で、将来の使用料収入の減少や更新需要の増大等を見据えた使用料

水準の適正化や広域化等や更なる民間活用を反映した投資のあり方の見直し等を複合的に検討し

て具体的なシミュレーションを構築し、今後の経営の指針や取組を描くものとなります。 

 

図３ 「投資・財政計画」の策定までの流れ 

※出典：経済産業省「第１６回 産業構造審議会 地域経済産業分科会 工業用水道政策小委員会」資料７ 

総務省「経営戦略策定・改定マニュアル」 
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（４）ＳＤＧｓに基づく経営戦略 

 本市の下水道事業は、国連が掲げる「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を取り入れ、地域社会の持続

可能な発展と快適な生活環境の提供を目指します。特に目標６（安全な水とトイレを世界中に）、目

標１１（住み続けられるまちづくりを）、目標１４（海の豊かさを守ろう）、および目標１７（パートナーシ

ップで目標を達成しよう）に注力し、これらを実現するための具体的な施策を経営戦略に組み込み

ます。 

 

図４ ＳＤＧｓの目標と取り組み 
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２．経営戦略の対象となる事業の現況 

（１）対象となる事業の概要 

現在、本市の下水道は、市上下水道課で整備し、運転管理している公共下水道事業、農業集落排

水事業、コミニティ・プラント事業、一部補助をしている浄化槽事業があります。そのほか主に伊奈地

区において、取手地方広域下水道組合が整備、運転管理している公共下水道事業、特定環境保全公

共下水道事業があります。 

公共下水道事業では各家庭からの汚水を集積し、小絹水処理センターで処理をしています。農業

集落排水事業やコミニティ・プラント事業は地区ごとの小規模な終末処理場で汚水を処理していま

す。 

本戦略における対象は、市上下水道課が整備、運転管理している公共下水道事業、農業集落排水

事業、コミニティ・プラント事業です。 

 

表１ つくばみらい市下水道事業の概要 

項目 詳細 

事業 公共下水道 農業集落排水 コミニティ・プラント 

供用開始 平成元（１９８９）年４月 平成５（１９９３）年１０月 平成７（１９９５）年６月 

法適・非適用区分 
法適用 

◇令和２（２０２０）年４月 

法適用 

◇令和３（２０２１）年４月 
法非適用 

全体計画人口＊１ ３２，２７３人 ９，０３０人 ２，９６８人 

排水区域内人口＊１ ２９，７６８人 ４，８１０人 １，４０４人 

全体計画面積＊１ １，５０６ｈａ ３５３ｈａ ３２ｈａ 

処理区域面積＊１ ７４５ｈａ ３５３ｈａ ３２ｈａ 

処理区域内人口密度＊１ ３９．９６人／ｈａ １３．６３人／ｈａ ４３．８８人／ｈａ 

流域下水道等への 

接続の有無 

無し 

（単独公共下水道） 
無し 無し 

処理区数 １処理区 ８処理区 ２処理区 

処理場数 １処理場 ８処理場 ２処理場 

広域化・共同化・ 

最適化実施状況 

有り 

共同化＊２ 
検討中 検討中 

＊１令和５（２０２３）年度決算統計に基づく算出となります。  

＊２平成２５（２０１３）年度から取手地方広域下水道組合の供用区域の下水道使用料の徴収事務委託を共同で実施  
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図５ 公共下水道事業の処理区域 

 

■終末処理場  小絹水処理センター（集積した汚水を浄化し、河川へ放流する施設） 

 

 

 

 

 

 

管理棟    汚泥棟    水処理棟 

■中継ポンプ施設（汚水を小絹水処理センターへ圧送する施設） 

 

 

 

 

 

 

上小目中継ポンプ場  高掛中継ポンプ場  内宿中継ポンプ場 

■管渠施設 

下水管敷設延長 ２１３ｋｍ 

内訳 汚水管 １６０ｋｍ、雨水管 ５３ｋｍ 

■マンホールポンプ ４０箇所（令和６（２０２４）年３月現在）
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図６ 農業集落排水事業の処理区域 

 

 

■終末処理場 

 

 

 

 

 

 

 

①十和処理場     ②福岡処理場 

 

 

 

 

 

 

 

③下小目処理場     ④豊南部処理場 
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⑤弥柳処理場     ⑥上平柳処理場 

 

 

 

 

 

 

 

⑦高岡狸穴処理場    ⑧三島処理場 

 

■管渠施設 

下水管敷設延長 ７９ｋｍ 

内訳 汚水管 ７９ｋｍ 

■マンホールポンプ ９５箇所（令和６（２０２４）年３月現在） 
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図７ コミニティ・プラント事業の処理区 

 

 

■終末処理場 

   

青木地区コミニティ・プラント   狸穴住宅地区コミニティ・プラント 

 

■管渠施設 

下水管敷設延長 １０．７６ｋｍ 

内訳 汚水管 １０．７６ｋｍ 

■マンホールポンプ ５箇所（令和６（２０２４）年３月現在） 
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（２）使用料体系の状況 

本市の下水道使用料体系は、従量制（累進制）を採用しています。平成２０（２００８）年度に公共下

水道事業（公共下水道使用料）、農業集落排水事業（農業集落排水処理施設使用料）、コミニティ・プ

ラント事業（コミニティ・プラント使用料）の使用料を統一するための使用料改定を行いました。また、

平成２６（２０１４）年度、令和元（２０１９）年度に消費税増税分の使用料の改定を行っています。また、

令和５（２０２３）年度における下水道使用料の調定額は、公共下水道事業３６３，２７５千円、農業集

落排水事業５５，０８３千円、コミニティ・プラント事業１８，４１６千円となっており、公共下水道事業

の割合が８３％と高くなっています。 

 

表２ 下水道使用料体系（１か月分 税込） 

区分 基本使用料 

（１使用月） 

従量使用料（１㎥につき） 

汚水排水量 使用料 

一般汚水 ５５０円  １０㎥まで ７７円  

１０㎥を超え ２０㎥まで １４３円  

２０㎥を超え ３０㎥まで １５４円  

３０㎥を超え ５０㎥まで １６５円  

５０㎥を超え１００㎥まで １７６円  

１００㎥を超えるもの １８７円  

一時使用汚水 汚水排水量１㎥につき １８７円 

 

図８ つくばみらい市下水道事業（市整備分）使用料調定額の割合（令和５（２０２３）年度） 

 

  

公共下水道使用料 

363,275 千円：

83.17%
農業集落排水処理施設使用料

55,083 千円：

12.61%

コミニティ・プラント使用料

18,416 千円：

4.22%
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表３ １か月２０㎥あたりの使用料の推移（税込）  

年度 

公共下水道使用料 農業集落排水処理施設使用料 コミニティ・プラント使用料 

条例上の使用料

（２０㎥あたり） 

実質的な使用料

（２０㎥あたり） 

条例上の使用料

（２０㎥あたり） 

実質的な使用料

（２０㎥あたり） 

条例上の使用料

（２０㎥あたり） 

実質的な使用料

（２０㎥あたり） 

令和３年度 ２，７５０ ２，７０１ ２，７５０ ２，６８３ ２，７５０ ２，６２１ 

令和４年度 ２，７５０ ２，７０３ ２，７５０ ２，６８１ ２，７５０ ２，７２２ 

令和５年度 ２，７５０ ２，７０２ ２，７５０ ２，６７６ ２，７５０ ２，７４８ 

※条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。 

※実質的な使用料とは、使用料単価（使用料収入の合計を有収水量の合計で除した値）に２０㎥を乗じたものをいう。 

 

（３）組織の状況 

現在の本市の下水道に関する業務は、上下水道課が担っています。令和６（２０２４）年度当初現在、

上下水道課には課長以下２４名の職員が在籍しています。 

 

図９ 組織体制   

     ※（ ）は、うち会計年度任用職員数 

表４ 下水道事業に従事している職員数（事業別）   

  

※（ ）は、うち会計年度任用職員数 
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（４）民間活用の状況 

本市では、平成２９（２０１７）年２月に策定した「つくばみらい市公共施設等の総合管理に関する指

針」において、「全ての施設について、経費の節減や官民連携手法の採用の可能性を検討し、サービ

ス向上と市の財政負担の軽減に寄与する維持管理を実現 （中略） 大規模修繕や建替え等、多額の

費用を要する工事の実施にあたっては、事前にＰＦＩ（民間資金を活用した社会資本整備）等の官民

連携手法についても検討し、財政負担の軽減を図るように努めます」としています。下水道施設の維

持管理・修繕・更新等の実施時にも、この方針に沿って民間活力導入の検討を積極的に行い、施設

機能やサービスの維持・向上を図りつつ、維持管理コストの削減に努めます。 

① 民間委託 

下水道事業全体において、各処理場の運転管理及び維持管理業務と下水道使用料の徴 

収業務について、民間委託を行っています。 

② 指定管理者制度 

現在のところ、該当ありません。 

③ ＰＰＰ・ＰＦＩ 

現在のところ、該当ありません。 

 

（５）資産活用の状況 

 本市の資産活用の状況は以下のとおりです。 

① エネルギー利用（下水熱・下水汚泥・発電等） 

   公共下水道事業において、小絹水処理センターの敷地内に太陽光発電装置を設置し、 

汚水処理に係る電力の一部を賄っています。 

② 土地・施設等利用（未利用土地・施設の活用等） 

   公共下水道事業において、上記エネルギー利用に伴い電柱、電線、電信施設等の設置に 

よる敷地使用を行っています。 

また、農業集落排水事業において、福岡処理場、十和処理場、下小目処理場では乾燥汚泥肥

料を製造し市民へ配布しています。 

 

（６）広域化・共同化・最適化について 

農業集落排水事業においては今後の最適整備構想に基づく老朽化施設の更新工事及び広域化・

共同化に基づく施設の統廃合が検討されています。また、コミニティ・プラント事業も同様に検討を

進めています。本格的な試算が始まっていないことから、本計画においては、現状から分析・予測を

進めていきます。なお、それ以外の検討事項は該当ありません。  
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（７）ＳＤＧｓの取り組みについて  

経営戦略の中でのＳＤＧｓ達成に向けた取り組みを以下のとおり設定します。 

（１）目標６「安全な水とトイレを世界中に」 

下水道未整備地域における接続促進を強化し、

地域全体の衛生環境を向上させます。 

放流水の水質基準を維持し、適切な処理を行い

ます。最新の技術を導入し、効率的な水質管理を

図ります。 

（２）目標１１「住み続けられるまちづくりを」 

豪雨災害対策として、雨水貯留施設の整備や

排水ポンプ場の強化を行います。 

管路やポンプ施設の老朽化対策を計画的に

実施します。ストックマネジメント技術を活用

し、資産の長寿命化を図ります。 

（３）目標１４「海の豊かさを守ろう」 

適切な下水処理を行い、水質を改善することで

海洋環境の保全に貢献します。 

下水処理の高度化を推進し、窒素やリンなどの排

出削減を図ります。 

また、雨水管理を強化し、未処理排水の流出を防

ぐことで、海や川の水質を守ります。 

 

（４）目標１７「パートナーシップで目標を達成しよう」 

官民連携を強化し、下水道施設の運営や技術開

発に民間企業や研究機関と協力して取り組みま

す。また、地域住民や関係団体と連携し、下水道の

役割や環境保全の重要性についての啓発活動を

推進します。 

 

本市では、ＳＤＧｓの目標達成に向けた具体的な行動計画を着実に実行し、持続可能な下水道事

業の実現を目指します。今後も住民や関係機関との協働を進めながら、財政の健全性を確保しつつ、

環境負荷の軽減や地域社会の発展に貢献していきます。 
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１．経営状況分析 

（１）収益的収支及び資本的収支の推移による分析 

令和２（２０２０）年度から令和５（２０２３）年度までの過去４か年における下水道事業の財務状況

を、経常的な活動の収支を示す収益的収支、投資及び企業債の発行及び償還を示した資本的収支

に加え、企業債残高の推移の観点から分析します。 

表５ 公共下水道事業の経営状況  
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◆分析のポイント 

【営業収益：使用料収入】 

分析期間中、使用料収入は増加傾向にあります。行政人口および処理区域内人口の増加、それに

伴う水洗化人口の増加に加えて、新型コロナウイルス感染症による巣ごもり需要の影響によるもの

と考えられます。 

【営業外収益：他会計補助金】 

令和４（２０２２）年度におきましては、一時的に増加していますが、平均すると３．５億前後の補助

金が毎年度計上されています。 

【営業費用：職員給与費】 

人事異動や昇給により、年度ごとに増減がみられます。 

【営業費用：動力費】 

 令和４（２０２２）年度の電気代の値上げにより大幅に増加しています。令和５（２０２３）年度は電気

価格激変緩和対策による影響で減少が見られています。 

【営業費用：修繕費】 

 次年度への繰越により令和４（２０２２）年度には一時的に減少しています。それに加え、突発的に

処理場機器の修繕が必要になったため令和５（２０２３）年度には大きく増加しています。 

【資本的収入：企業債】 

 小絹水処理センター増改築事業の実施に伴い、令和５（２０２３）年度に増加しています。 

【資本的収入：国（県）補助金】 

小絹水処理センター増改築事業の実施に伴い、令和５（２０２３）年度に増加しています。 

【資本的支出：企業債償還金】 

 順当に償還が進んだ結果、減少傾向にありますが、今後、現在実施している小絹水処理センター増

改築事業に係る企業債の償還による増加が予定されています。 

【企業債元金残高】 

 上記の償還に伴い、元金残高は減少傾向にありますが、令和５（２０２３）年度には小絹水処理セン

ターの増改築事業の実施に伴う企業債発行により増加しています。 

 

◆分析まとめ 

 収益的収支については、使用料収入が増加傾向であり、他会計補助金の計上により毎年純利益を

確保しています。また、資本的収支については、小絹水処理センターの増改築事業により建設改良

費が増加しており、今後の企業債の発行額、残高や償還などに留意していく必要があります。 
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（２）有収水量の推移による分析 

使用料収入に影響を与える有収水量について、令和２（２０２０）年度から令和５（２０２３）年度ま

での過去４か年における推移を分析します。 

 

【有収水量の状況】 

有収水量とは、処理した汚水のうち、使用料徴収の対象となる水量をいいます。 

 

図１０ 有収水量の状況                                                 単位：㎥ 

 

 

本市の場合は、令和５（２０２３）年度には令和２（２０２０）年度と比較して、有収水量が約４％近く

増加しています。処理区域内人口の増加に加えて、新型コロナウイルス感染症による巣ごもり需要

の影響より、各家庭における使用量が増加したものと考えられます。 
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（３）経営比較分析表を活用した分析 

本市においては、総務省が推進する「見える化」の一環として、経営比較分析表を公表しています。 

経営比較分析表とは、経営指標の経年比較や他公営企業との比較などを行い、現状や課題等を

的確に把握するとともに、経営状況をわかりやすく説明するため策定しているものです。 

本戦略においては、経営比較分析表のうち以下の経営指標を、地方公営企業法を適用した令和２

（２０２０）年度から、本戦略作成時点で公表されている令和４（２０２２）年度までについて、類似団体

平均値と比較した分析を行います。 

 

❶経常収支比率（％） 

❷経費回収率（％）  

❸汚水処理原価（円） 

❹水洗化率（％） 

 

表６ 類似団体区分一覧 令和４（２０２２）年度時点  

※本市公共下水道はＣｃ１に該当  

処理区域内人口区分 処理区域内人口密度区分 供用開始後年数別区分 類型区分 

３万未満 

７５人／ｈａ以上   Ｃａ 

５０人／ｈａ以上 

３０年以上 Ｃｂ１ 

１５年以上 Ｃｂ２ 

１５年未満 Ｃｂ３ 

２５人／ｈａ以上 
３０年以上 Ｃｃ１ 

１５年以上 Ｃｃ２ 

 

【参考】 

表７ 近隣団体との比較 令和４（２０２２）年度時点   
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❶経常収支比率（％） 基本算式：経常収益／経常費用×１００（％） 

地方公営企業法の適用企業に用いる経常収支比率は、その年度において、使用料収入や一般会

計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標

です。 

経常収支比率は、単年度の収支が黒字であることを示す１００％以上となっていることが必要で

す。数値が１００％未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示しているため、経営改善に向け

た取組が必要です。一方でこの指標が１００％以上の場合であっても、更なる費用削減が可能である

か、更新投資等に充てる財源が確保されているか等、今後も健全経営を続けていくための改善点を

洗い出すといった観点から分析が必要です。 

 

図１１ 経常収支比率                              単位：％ 

 

 

❶経常収支比率（％）  

本市の経常収支比率は、１００％以上で推移しており、経営状況は問題ないと言えます。また、平

均値よりも高く適切な運営ができている状況です。しかし、実際には基準外繰入金を多く収受し

ており、今後は基準外繰入金を削減しつつ経常収支比率１００％を維持していく必要があります。 
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❷経費回収率（％） 基本算式：下水道使用料／汚水処理費×１００（％） 

経費回収率は、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、

使用料水準等を評価することが可能となります。 

地方公営企業法では、下水道事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費及び

当該事業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが困

難であると認められる経費を除き、下水道事業に要する経費については、当該事業の経営に伴う収

入をもって充てなければならない「独立採算の原則」が掲げられています。 

当該指標は、使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す１００％以上である

ことが求められます。数値が１００％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入

により賄われていることを意味するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要

となります。 

 

図１２ 経費回収率                                        単位：％ 

 

 

❷経費回収率（％） 

本市の経費回収率は１００％を下回っておりますが、平均値を上回る水準です。今後、物価上昇に

よる経費の増加が予測され、さらに悪化することが見込まれる中、独立採算を示す１００％を目

指すことが必要になります。 
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❸汚水処理原価（円） 基本算式：汚水処理費／年間有収水量（円） 

汚水処理原価は、有収水量１㎥あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管

理費の両方を含めた汚水処理に係る経費を表した指標です。当該指標については、明確な数値基準

はないと考えられますが、総務省は前述の経費回収率を踏まえ、「現在の使用料単価では汚水処理

原価を回収できない事業にあっては、使用料単価を１５０円／㎥（家庭用使用料３，０００円／２０㎥・

月）に引き上げること。）」と示しています。当該指標は使用料単価を下回る額であることが望ましい

とされることから、一般的な比較指標として「汚水処理原価：１５０円／㎥」を下回ることを目標に比

較分析を行います。また、当該指標が類似団体との比較で低い場合であっても、有収水量や汚水処

理費の経年の変化等を踏まえた上で、現状を分析し、今後の状況について将来推計する必要があり

ます。当該指標を踏まえた分析及び統計を元に、必要に応じて、投資の効率化や維持管理費の削減、

接続率の向上による有収水量を増加させる取り組みといった経営改善が求められます。 

 

図１３ 汚水処理原価                                      単位：円 

 
 

❸汚水処理原価（円） 

汚水処理原価に関して、令和４（２０２２）年度までは１５０円を維持しており、平均値との比較にお

いても低い数値となっています。汚水処理費の中で、汚水資本費は主に減価償却費と企業債等

支払利息の合計であるため、毎年度経常的に発生することから、一般的に短期間での削減は期

待できません。また、汚水維持管理費については、民間活用や農業集落排水事業の広域化・共同

化などの検討を行い、経費削減に努めていますが、昨今の物価上昇により今後増加することが見

込まれ、汚水処理原価が上昇すると想定されます。 
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❹水洗化率（％） 基本算式：現在水洗便所設置済人口／現在処理区域内人口（％） 

水洗化率は、現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割

合を表した指標です。 

公共用水域の水質保全や、使用料収入の増加等の観点から１００％となっていることが望ましい

とされています。一般的に数値が１００％未満である場合には、汚水処理が適切に行われておらず、

水質保全の観点から問題が生じる可能性があることや、使用料収入増加のため、水洗化率向上の取

り組みが必要となります。 

 

図１４ 水洗化率                    単位：％ 

 

 

❹水洗化率（％） 

水洗化率はほぼ横ばいで推移しているものの微増傾向にあります。また、平均値と比較しても高

い水準となっています。今後も同水準にて推移させ、１００％の達成を目指します。 
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（４）各分析を踏まえた本市の現状 

人口が増加傾向にあることから、使用料収入については年々増加していますが、物価上昇や修繕

費の影響により、費用の増加が収入の増加を上回っている状態です。経費回収率が１００％を割り、

使用料収入で汚水処理費を賄えておらず、一般会計からの繰入金で充当しています。今後は基準内

繰入金のみで円滑に運営できるよう、経費回収率を１００％に近づけることが必要です。 

 

表８  各分析から見える指標と推移    

 

  



Ⅱ 公共下水道事業 

25 

２．将来の事業環境 

（１）処理区域内人口の予測 

本市で定める「第２期つくばみらい市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」を参考に、処理区域内

人口を予測しました。本戦略策定期間における令和１３（２０３１）年度まで処理区域内人口は微増す

ると見込んでいます。 

 

図１５ 処理区域内人口推計                                           単位：人 

 

※なお、令和２（２０２０）年度から令和５（２０２３）年度は実績値とし、令和６（２０２４）年度以降は予測値とします。  
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（２）福岡工業団地第２期地区（圏央道インターパークつくばみらい）の予測 

本市におきましては令和８（２０２６）年度から福岡工業団地第２期地区（圏央道インターパークつ

くばみらい）（以下、福岡工業団地第２期地区）での企業の操業開始が予定されています。有収水量

については、計画されている排水量のうち、１００％の有収率と見込んで算定しています。 

本計画策定時点での操業に伴う有収水量および使用料収入予測は下記のとおりです。 

 

図１６  福岡工業団地第２期地区操業にかかる有収水量および使用料収入予測        単位：㎥、千円 
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（３）有収水量の予測 

処理区域内人口予測及び福岡工業団地第２期地区の予測を踏まえ、有収水量を予測しました。 

有収水量は、以下の式で算出した処理区域内人口予測に基づく有収水量に、福岡工業団地第２期

地区における予測有収水量を加えることで算出しています。 

 

【処理区域内人口予測に基づく有収水量の算出式】 

処理区域内人口×水洗化率＝水洗化人口 

水洗化人口×１人あたりの年間使用水量＝有収水量 

 

本戦略策定期間における令和１３（２０３１）年度まで有収水量は増加すると見込んでいます。 

 

＊処理区域内人口…令和１３（２０３１）年度までは微増すると見込んでいます。 

＊水洗化率…未接続家屋への普及活動等による接続促進により微増すると見込んでいます。 

＊１人あたりの年間使用水量…直近５年間（令和元（２０１９）年度から令和５（２０２３）年度）の平 

均値を用いました。 

 

図１７ 有収水量の見通し                                         単位：㎥、人 

 
※なお、令和２（２０２０）年度から令和５（２０２３）年度は実績値とし、令和６（２０２４）年度以降は予測値とします。 
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（４）使用料収入の見通し 

有収水量の予測をもとに今後の使用料収入の見通しを試算しました。 

今後の使用料収入は、有収水量の推計値に使用料単価を乗じて予測しました。なお、予測にあた

っては、現行の料金体系を維持することを前提とし、使用料単価は令和元（２０１９）年度から令和５

（２０２３）年度の実績値の平均を用いました。 

本経営戦略算定期間は有収水量の増加に伴って使用料収入も増加していく見込みです。 

 

図１８ 使用料収入の見通し                                          単位：千円 

 

※なお、令和２（２０２０）年度から令和５（２０２３）年度は実績値とし、令和６（２０２４）年度以降は予測値とします。 
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（５）投資の見通し 

投資の予測を今後の投資予定より算定しました。 

令和７（２０２５）年度から令和１３（２０３１）年度までで約９１億円の建設改良費を見積もっていま

す。 

主な事業予定は以下のとおりです。 

 

表９ 生活排水処理整備事業による主な事業予定 

主な事業予定地区 実施期間 見込まれる事業費 

南地区 令和４～令和８年度 ６００，０００千円 

宮戸地区 令和７～令和１３年度 ５００，０００千円 

鬼長地区 令和６～令和８年度 ４００，０００千円 

川崎地区（新田正角） 令和１２～令和１６年度 ３５０，０００千円 

 

表１０ 改築事業による主な事業予定 

主な事業内容 実施期間 見込まれる事業費 

小絹水処理センター増改築事業 令和５～令和１１年度 ５，３２０，０００千円 

 

図１９ 将来の投資額見込み                                            単位：千円 
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（６）組織の見通し 

組織については総数の変更の予定はありませんが、人事異動による費用の増減を想定していま

す。 

 

（７）経費の見通し 

処理施設に関する維持管理費は、過去３年間は４億〜５億円の間で推移しています。今後はさら

に機械設備の経年劣化による修繕費や電気代、物価の高騰による費用の増加が想定されます。 

 

３．公営企業会計における前提条件 

 公営企業会計では、下水道を運営・管理するための支出と下水道使用料等との収支結果である

「収益的収支」と、固定資産の取得や改築・改良のための支出とそれに伴う国庫補助金等の収入であ

る「資本的収支」という区分で財政状況を管理しています。 

下水道事業において今後も安定的なサービスを継続するためには、収益的収支で利益をあげ、そ

の利益を資本的収支の財源にして、計画的に更新工事を実施していくことが必要です。 

そのためには、まずは収益的収支における事業運営に係る経費の削減の研究を行い、「経営の効

率化」を図ります。その上で、公営企業会計の本旨である独立採算制の原則のもと、赤字補てんのた

めに一般会計から繰入金を受けて利益を確保している状況を鑑み、不足する財源を確保するため

に「使用料水準の見直し」を検討する必要があります。 

また、資本的収支における支出についても、投資の時期・規模について随時検討し、「投資の最適

化」を進め、計画的かつ効率的な更新を行っていくことが必要です。 

以上を踏まえて、次に投資・財政計画を策定します。 
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４．投資・財政計画の策定（現状） 

今後、より厳しさを増す経営環境の中で、安定的な下水道サービスの提供を継続するためには、

経営に対する管理を一層厳格化し、洗い出された課題に対する取組を明確化・実行していく必要が

あります。 

そのためまずは、今後の経営を見通すために、現状からの将来の事業環境予測に基づいた投資・

財政計画を策定します。 

なお、投資・財政計画は３０年間分策定し、このうち本戦略の計画期間である令和１３（２０３１）年

度までの１０年間分を掲載します。 

 

（１）試算条件 

■収益的収支 

投資・財政計画の収益的収支（下水道施設等を維持管理するためにかかる収支）を推計する

にあたり、前章で示した予測に基づいて算出しています。経費のうち薬品費、修繕費、委託料等

については包括的民間委託を行う等、引き続きコストの縮減に努めていきます。また、人件費以

外の動力費、修繕費、材料費、委託料等は今後の物価上昇を見込んでいます。 

■資本的収支 

投資・財政計画の資本的収支（下水道施設等を改築及び更新するために要する収支）を推計

するにあたり、前章で示した予測に基づき算出しています。
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（２）投資・財政計画（現状） 

表１１―１ 将来の事業環境の予測に基づく投資・財政計画（現状）（公共・収益的収支）                                         単位：千円 
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表１１―２ 将来の事業環境の予測に基づく投資・財政計画（現状）（公共・資本的収支）                                         単位：千円 
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（３）投資・財政計画（現状）の概要 

現状からの将来の事業環境の予測に基づく投資・財政計画の概要は以下のとおりです。 

① 福岡工業団地第２期地区の供用開始と処理区域内人口増加に伴って使用料収入が増加します。 

② 物価上昇により維持管理費が増加します。 

③ 経常収支比率について、令和１３（２０３１）年度まで１００％を確保しています。 

④ 経費回収率について、令和６（２０２４）年度は一時的に修繕費が約１億円増加することから、７

２％まで低下しますが、その後は８０％台での推移となります。 

⑤ 経常収支比率が１００％を超えていますが、経費回収率が１００％を下回っており、引き続き基準

外繰入金に依存した経営状態であると言えます。 

 

上記を元に他事業と合わせて課題の整理を行い、改善に向けたシミュレーションを検討します。
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１．経営状況分析 

（１）収益的収支及び資本的収支の推移による分析 

令和３（２０２１）年度から令和５（２０２３）年度までの過去３か年における下水道事業の財務状況

を、経常的な活動の収支を示す収益的収支、投資、企業債の発行及び償還を示した資本的収支に加

え、企業債残高の推移の観点から分析します。 

 

表１２ 農業集落排水事業の経営状況 
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◆分析のポイント 

【営業収益：使用料収入】 

 使用料収入については処理区域内人口の減少に伴い減少傾向にあります。 

【営業外収益：他会計補助金】 

他会計からの繰入金額は約２億５千万円から３億円の間で推移しています。 

【営業費用：職員給与費】 

人員の増減はありませんが、人事異動により令和４年度に減少し、その後、昇給により微増してい

ます。 

【営業費用：動力費】 

 公共下水道事業と同様に、令和４（２０２２）年度の電気代の値上げにより大幅に増加しています。

令和５（２０２３）年度は電気価格激変緩和対策による影響で減少が見られています。 

【資本的収入：企業債】 

 令和３（２０２１）年度から令和５（２０２３）年度における企業債の発行はありません。 

【資本的収入：国（県）補助金】 

 令和３（２０２１）年度から令和４（２０２２）年度にかけては事業推進にかかる交付金、令和５（２０２

３）年度からは維持管理適正化にかかる補助金が計上されています。 

【資本的支出：企業債償還金】 

 過去の企業債に対して順当に償還を行っています。 

【企業債元金残高】 

 新たな企業債発行はなく、償還が進んでいることから、元金は減少傾向にあります。 

  

◆分析まとめ 

 収益的収支については他会計繰入金の計上により毎年純利益を確保している状況です。また、資

本的収支については、整備が完了していることから企業債発行等、負債の増加は見られませんが、

令和５（２０２３）年度は老朽化に伴う機器の改築工事により建設改良費が増加しました。今後も同様

の傾向が推移するものと考えられます。 
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（２）有収水量の推移による分析 

使用料収入に影響を与える有収水量について、令和３（２０２１）年度から令和５（２０２３）年度まで

の過去３か年における推移を分析します。 

 

【有収水量の状況】 

有収水量とは、処理した汚水のうち、使用料徴収の対象となる水量をいいます。 

 

図２０ 有収水量の状況                                                単位：㎥  

 

 

本市の場合は、令和５（２０２３）年度には令和３（２０２１）年度と比較して、有収水量が約３％減少

しています。処理区域内人口が減少傾向にあり、それに伴い有収水量も減少しています。 
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（３）経営比較分析表を活用した分析 

本市においては、総務省が推進する「見える化」の一環として、経営比較分析表を公表しています。 

経営比較分析表とは、経営指標の経年比較や他公営企業との比較などを行い、現状や課題等を

的確に把握するとともに、経営状況をわかりやすく説明するため策定しているものです。 

本戦略においては、経営比較分析表のうち以下の経営指標を、地方公営企業法を適用した令和３

（２０２１）年度から、本戦略策定時点で公表されている令和４（２０２２）年度までについて、類似団体

平均値と比較した分析を行います。 

 

❶経常収支比率（％） 

❷経費回収率（％）  

❸汚水処理原価（円） 

❹水洗化率（％） 

 

表１３ 類似団体区分一覧 令和４（２０２２）年度時点  

※本市農業集落排水事業はＦ２に該当 

供用開始後年数別区分 類型区分 団体数 

３０年以上 Ｆ１ ４３ 

１５年以上 Ｆ２ ６７０ 

１５年未満 Ｆ３ １８５ 

 

表１４ 近隣団体比較との比較 令和４（２０２２）年度時点 
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❶経常収支比率（％） 基本算式：経常収益／経常費用×１００（％） 

地方公営企業法の適用企業に用いる経常収支比率は、その年度において、使用料収入や一般会

計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標

です。 

経常収支比率は、単年度の収支が黒字であることを示す１００％以上となっていることが必要で

す。数値が１００％未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示しているため、経営改善に向け

た取組が必要です。一方でこの指標が１００％以上の場合であっても、更なる費用削減が可能である

か、更新投資等に充てる財源が確保されているか等、今後も健全経営を続けていくための改善点を

洗い出すといった観点から分析が必要です。 

 

図２１ 経常収支比率                                            単位：％ 

 

 

❶経常収支比率（％）  

本市の経常収支比率は、１００％以上で推移しており、経営状況は問題ないと言えます。また、平

均値よりも高く適切な運営ができている状況です。しかし、実際には基準外繰入金を多く収受し

ており、今後は基準外繰入金を減少しつつ経常収支比率１００％を維持していく必要があります。 
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❷経費回収率（％） 基本算式：下水道使用料／汚水処理費×１００（％） 

経費回収率は、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、

使用料水準等を評価することが可能となります。 

地方公営企業法では、下水道事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費及び

当該事業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが困

難であると認められる経費を除き、下水道事業に要する経費については、当該事業の経営に伴う収

入をもって充てなければならない「独立採算の原則」が掲げられています。 

当該指標は、使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す１００％以上である

ことが求められます。数値が１００％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入

により賄われていることを意味するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要

となります。 

  

図２２ 経費回収率                                単位：％   

 

 

❷経費回収率（％） 

本市の経費回収率は１００％を下回っており、平均値を下回る水準です。今後の物価上昇による

経費の増加が予測され、さらに悪化することが見込まれる中で事業の継続を維持するためには、

抜本的な対策を取ることが必要になります。 
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❸汚水処理原価（円） 基本算式：汚水処理費／年間有収水量（円） 

汚水処理原価は、有収水量１㎥あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管

理費の両方を含めた汚水処理に係る経費を表した指標です。当該指標については、明確な数値基準

はないと考えられますが、総務省は前述の経費回収率を踏まえ、「現在の使用料単価では汚水処理

原価を回収できない事業にあっては、使用料単価を１５０円／㎥（家庭用使用料３，０００円／２０㎥・

月）に引き上げること。）」と示しています。当該指標は使用料単価を下回る額であることが望ましい

とされることから、一般的な比較指標として「汚水処理原価：１５０円／㎥」を下回ることを目標に比

較分析を行います。また、当該指標が類似団体との比較で低い場合であっても、有収水量や汚水処

理費の経年の変化等を踏まえた上で、現状を分析し、今後の状況について将来推計する必要があり

ます。当該指標を踏まえた分析及び統計を元に、必要に応じて、投資の効率化や維持管理費の削減、

接続率の向上による有収水量を増加させる取り組みといった経営改善が求められます。 

 

図２３ 汚水処理原価                            単位：円 

 

❸汚水処理原価 

汚水処理原価に関して、平均値との比較では低い数値となっていますが、増加傾向にあります。

公共下水道事業同様、汚水処理費の中で、汚水資本費は主に減価償却費と企業債等支払利息の

合計であるため、毎年度経常的に発生することから、一般的に短期間での削減は期待できませ

ん。また、汚水維持管理費については、民間活用や、本事業の広域化・共同化などを検討し、経費

削減に努めていますが、昨今の物価上昇により、今後増加することが見込まれ、汚水処理原価が

上昇すると想定されます。 
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❹水洗化率（％）：基本算式：現在水洗便所設置済人口／現在処理区域内人口（％） 

水洗化率は、現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割

合を表した指標です。 

公共用水域の水質保全や、使用料収入の増加等の観点から１００％となっていることが望ましい

とされています。一般的に数値が１００％未満である場合には、汚水処理が適切に行われておらず、

水質保全の観点から問題が生じる可能性があることや、使用料収入増加のため、水洗化率向上の取

り組みが必要となります。 

 

図２４ 水洗化率                               単位：％ 

 

 

❹水洗化率 

水洗化率は横ばいで推移しています。また、平均値と比較しても高い水準となっています。今後

は１００％の達成を目指します。 
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（４）各分析を踏まえた本市の現状 

 経常収支比率は１００％以上を確保していますが、経費回収率は１００％を割っており、使用料収

入で汚水処理費を賄えてはおらず、一般会計からの繰入金で充当しているのが現状です。今後は、

更に使用料収入の減少・維持管理費の増加が見込まれ、厳しい経営状態であると言えます。経費回

収率の改善と同時に、少しでも基準外繰入金を減らしていくことが必要です。 

 

表１５ 各分析から見える指標と推移 
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２．将来の事業環境 

（１）処理区域内人口の予測 

本市で定める「第２期つくばみらい市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」を参考に処理区域内人

口を予測しました。本戦略策定期間における令和１３（２０３１）年度まで処理区域内人口は減少して

いく見込みです。 

 

図２５ 処理区域内人口推計                                         単位：人 

  

※なお、令和３（２０２１）年度から令和５（２０２３）年度は実績値とし、令和６（２０２４）年度以降は予測値とします。 
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（２）有収水量の予測 

処理区域内内人口の予測を踏まえ、有収水量を予測しました。 

有収水量は、以下の式で算出しています。 

 

【処理区域内人口予測に基づく有収水量の算出式】 

処理区域内人口×水洗化率＝水洗化人口 

水洗化人口×１人あたりの年間使用水量＝有収水量 

 

本戦略策定期間における令和１３（２０３１）年度までの有収水量は、処理区域内人口の減少に伴っ

て減少していく見込みです。 

 

 

＊処理区域内人口…前項での予測のとおり減少していくと見込んでいます。 

＊水洗化率…未接続家屋への普及活動等による接続促進により微増すると見込んでいます。 

＊１人あたりの年間使用水量…直近５年間（令和元（２０１９）年度から令和５（２０２３）年度）の平 

均値を用いました。 

   

図２６ 有収水量の見通し                                          単位：㎥、人 

 

※なお、令和３（２０２１）年度から令和５（２０２３）年度は実績値とし、令和６（２０２４）年度以降は予測値とします。 
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（３）使用料収入の見通し 

処理区域内人口の予測と有収水量の予測をもとに今後の使用料収入の予測を行いました。 

今後の使用料収入は、有収水量の推計値に使用料単価を乗じて試算しました。なお、予測にあた

っては、現行の料金体系を維持することを前提とし、使用料単価は令和元（２０１９）年度から令和５

（２０２３）年度の実績値の平均を用いました。 

有収水量の減少に伴って使用料収入も減少していく見込みです。 

    

図２７ 使用料収入の見通し                                         単位：千円 

 

※なお、令和３（２０２１）年度から令和５（２０２３）年度は実績値とし、令和６（２０２４）年度以降は予測値とします。 

 

 

 

 

 

  



Ⅲ 農業集落排水事業 

47 

（４）投資の見通し 

前段の施設の見通しに付随して、投資の予測を今後の投資予定より算定しました。 

令和７（２０２５）年度から令和１３（２０３１）年度までで約２２億円の建設改良費を見積もっていま

す。 

最適整備構想に基づいた改築工事が令和１０（２０２８）年度から上平柳地区、令和１１（２０２９）年

度から弥柳地区で予定されており、それに伴い事業費が増加すると見込んでいます。 

 

表１６ 建設改良費（うち最適整備構想）の投資見込                       単位：千円 

 

※農村整備事業（農集排） 最適整備構想報告書 抜粋・加工      

 

図２８ 将来の投資額見込み                                       単位：千円 

 

 

 

  



Ⅲ 農業集落排水事業 

48 

（５）組織の予測 

組織については総数の変更の予定はありませんが、人事異動による費用の増減を想定していま

す。 

 

（６）経費の予測 

処理施設に関する維持管理費は、過去３年間は４億〜５億円の間で推移しています。今後はさら

に機械設備の経年劣化による修繕費や電気代、物価の高騰による費用の増加が想定されます。   
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３．公営企業会計における前提条件  

公営企業会計では、下水道を運営・管理するための支出と下水道使用料等との収支結果である

「収益的収支」と、固定資産の取得や改築・改良のための支出とそれに伴う国庫補助金等の収入であ

る「資本的収支」という区分で財政状況を管理しています。 

下水道事業において今後も安定的なサービスを継続するためには、収益的収支で利益をあげ、そ

の利益を資本的収支の財源にして、計画的に更新工事を実施していくことが必要です。 

そのためには、まずは収益的収支における事業運営に係る経費の削減の研究を行い、「経営の効

率化」を図ります。その上で、公営企業会計の本旨である独立採算制の原則のもと、赤字補てんのた

めに一般会計から繰入金を受けて利益を確保している状況を鑑み、不足する財源を確保するため

に「使用料水準の見直し」を検討する必要があります。 

また、資本的収支における支出についても、投資の時期・規模について随時検討し、「投資の最適

化」を進め、計画的かつ効率的な更新を行っていうことが必要です。 

以上を踏まえて、次のとおり投資・財政計画を策定します。 

 

４．投資・財政計画の策定（現状） 

今後、より厳しさを増す経営環境の中で、安定的な下水道サービスの提供を継続するためには、

経営に対する管理を一層厳格化し、洗い出された課題に対する取組を明確化・実行していく必要が

あります。 

そのためまずは、今後の経営を見通すために、現状からの将来の事業環境予測に基づいた投資・

財政計画を策定します。 

なお、投資・財政計画は３０年間分策定し、このうち本戦略の計画期間である令和１３（２０３１）年

度までの１０年間分を掲載します。 

（１）試算条件 

■収益的収支 

投資・財政計画の収益的収支（下水道施設等を維持管理するためにかかる収支）を推計する

にあたり、前章で示した予測に基づいて算出しています。経費のうち薬品費、修繕費、委託料等

については包括的民間委託を行う等、引き続きコストの縮減に努めていきます。また、人件費以

外の動力費、修繕費、材料費、委託料等は今後の物価上昇を見込んでいます。 

■資本的収支 

投資・財政計画の資本的収支（下水道施設等を改築及び更新するために要する収支）を推計

するにあたり、前章で示した予測に基づき算出しています。
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（２）投資・財政計画（現状）      

表１７ー１ 将来の事業環境の予測に基づく投資・財政計画（農集・収益的収支）                                                単位：千円 
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表１７ー２ 将来の事業環境の予測に基づく投資・財政計画（農集・資本的収支）                                              単位：千円 
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（３）投資・財政計画（現状）の概要 

現状からの将来の事業環境の予測に基づく投資・財政計画の概要は以下のとおりです。 

① 人口減少に伴い使用料収入が低下します。 

② 物価上昇により維持管理費が増加します。 

③ 経常収支比率について、令和１３（２０３１）年度まで１００％を確保しています。 

④ 経費回収率については、４０％台で推移します。 

⑤ 経常収支比率が１００％を超えていますが、経費回収率は１００％を下回っており、引き続き

基準外繰入金に依存した経営状態であると言えます。 

 

上記を元に他事業と合わせて課題の整理を行い、改善に向けたシミュレーションを検討します。 
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１．経営状況分析 

（１）歳入及び歳出の推移による分析 

令和２（２０２０）年度から令和５（２０２３）年度までの過去４か年における下水道事業を歳入及び

歳出の推移から分析しました。  

表１８ コミニティ・プラント事業の経営状況                            単位：千円（税込） 

   

Ⅳ コミニティ・プラント事業
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◆分析のポイント 

【歳入：使用料収入】 

 新型コロナウイルス感染症による巣ごもり需要の影響により令和２（２０２０）年度及び令和３（２０

２１）年度は増加しましたが、以降は人口減少により減少傾向にあります。 

【歳出：職員給与費】 

 人事異動により令和３（２０２１）年度に減少し、その後、昇給により微増しています。人員の数は現

在最低人員（１人）となっており、今後も変更の見込みはありません。 

【歳出：施設管理事業】 

 処理施設及び管渠施設等の管理における費用について、需用費（光熱水費・修繕費）は年度ごとに

増減がありますが、他はほぼ一定に推移しています。 

【歳出：使用料・分担金事務事業】 

 下水道使用料の収納事務にかかる負担金を計上しています。毎年ほぼ一定額を計上しています。 

 

◆分析まとめ 

 人口減少により使用料収入は減少傾向にあります。費用は需用費以外ほぼ一定に推移し、毎年歳

出が歳入を上回っている状態です。 
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（２）有収水量の推移による分析 

 使用料収入に影響を与える有収水量について、令和２（２０２０）年度から令和５（２０２３）年度ま

での過去４か年における推移を分析します。 

 

【有収水量の状況】 

 有収水量とは、処理した汚水のうち、使用料徴収の対象となる水量をいいます。 

 

図２９ 有収水量の状況                                                単位：㎥  

 

 

本市の場合は、令和５（２０２３）年度には令和２（２０２０）年度と比較して、有収水量が約１％減少

しています。令和２（２０２０）年度から令和３（２０２１）年度にかけては、コロナウイルスにおける巣籠

もり需要があり、一時的に微増していました。 
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（３）経営比較分析表を活用した分析 

コミニティ・プラント事業は公営企業会計ではなく一般会計のため、経営比較分析表の対象では

なく、比較対象となる類似団体や全国平均などのデータがありませんが、本経営戦略では公営企業

での算出方法に準じて指標を算出し、農業集落排水事業の類似団体と比較することで分析を行い

ました。 

 

❶収益的収支比率（％） 

❷経費回収率（％）  

❸汚水処理原価（円） 

❹水洗化率（％） 

 

表１９ 類似団体区分（有収水量密度別区分） 令和４（２０２２）年度時点   

有収水量密度別区分 

 ａ 有収水量密度 ７．５千㎥／ｈａ以上 

 ｂ 有収水量密度 ５．０千㎥／ｈａ以上 ７．５千㎥／ｈａ未満 

 ｃ 有収水量密度 ２．５千㎥／ｈａ以上 ５．０千㎥／ｈａ未満 

 ｄ 有収水量密度 ２．５千㎥／ｈａ未満 

 

表２０ 類似団体区分（供用開始後年数別区分） 令和４（２０２２）年度時点   

供用開始後年数別区分 

 １ 供用開始後 ２５年以上 

 ２ 供用開始後 １５年以上２５年未満 

 ３ 供用開始後 ５年以上 １５年未満 

 ４ 供用開始後 ５年未満 

 

表１９、表２０より、本市コミニティ・プラント事業は、農業集落排水事業（法非適用）のｃ１に該当し

ます。これをもとに次のとおり分析を行います。 
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❶収益的収支比率（％） 基本算式：総収益÷（総費用＋企業債元金償還金）×１００（％） 

地方公営企業法の適用企業に用いる収益的収支比率は、その年度において、使用料収入や一般

会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指

標です。 

収益的収支比率は、単年度の収支が黒字であることを示す１００％以上となっていることが必要

です。数値が１００％未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示しているため、経営改善に向

けた取組が必要です。一方でこの指標が１００％以上の場合であっても、更なる費用削減や更新投資

等に充てる財源が確保されているか等、今後も健全経営を続けていくための改善点を洗い出すと

いった観点から分析が必要です。 

 

表２１ 収益的収支比率                                           単位：％   

 
つくばみらい市 

令和４年度 

類似団体平均 

令和４年度 

全国平均 

令和４年度 

収益的収支比率 ４２．４８ １５２．７８ １０５．５０ 

 

❶収益的収支比率（％）  

 類似団体、全国平均と比較して低い水準です。 
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❷経費回収率（％） 基本算式：使用料÷（汚水処理費−分流式下水道等に要する経費）×１００（％） 

経費回収率は、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、

使用料水準等を評価することが可能となります。 

国土交通省においては、下水道事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費及

び当該事業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが

困難であると認められる経費を除き、当該事業の経営に伴う収入をもって充てなければならないと

しており、適正な経費負担区分を前提とした「独立採算の原則」が定められていることから、経費回

収率が１００％以上になることを求めています。 

当該指標は、使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す１００％以上である

ことが求められます。数値が１００％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入

により賄われていることを意味するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要

となります。 

 

表２２ 経費回収率                                              単位：％   

 
つくばみらい市 

令和４年度 

類似団体平均 

令和４年度 

全国平均 

令和４年度 

経費回収率 ４２．４８ ９１．４７ ５２．９４ 

 

❷経費回収率（％） 

 類似団体や全国平均と比較して低い水準になっています。１００％未満の場合、使用料で回収す

べき経費を賄えていないことを示します。 
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❸汚水処理原価（円）  

基本算式：（汚水処理費−分流式下水道等に要する経費）÷年間有収水量（円） 

汚水処理原価は、有収水量１㎥あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管

理費の両方を含めた汚水処理に係る経費を表した指標です。 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられますが、総務省は前述の経費回収率を踏

まえ、「現在の使用料単価では汚水処理原価を回収できない事業にあっては、使用料単価を１５０円

／㎥（家庭用使用料３，０００円／２０㎥・月）に引き上げること。）」と示しています。当該指標は使用

料単価を下回る額であることが望ましいとされますので、一般的な比較指標として「汚水処理原価：

１５０円／㎥」を下回ることを目標に比較分析を行います。 

また、当該指標が類似団体との比較で低い場合であっても、有収水量や汚水処理費の経年の変

化等を踏まえた上で、現状を分析し、今後の状況について将来推計する必要があります。 

当該指標を踏まえた分析及び統計を元に、必要に応じて、投資の効率化や維持管理費の削減、接

続率の向上による有収水量を増加させる取り組みといった経営改善が求められます。 

 

表２３ 汚水処理原価                                            単位：円 

 
つくばみらい市 

令和４年度 

類似団体平均 

令和４年度 

全国平均 

令和４年度 

汚水処理原価 ３５９．３８ ３２４．８６ ３０３．２８ 

 

❸汚水処理原価 

 類似団体や全国平均と比較して高い水準となっています。 
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❹水洗化率（％） 基本算式：現在水洗便所設置済人口÷現在処理区域内人口×１００（％） 

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合を表した

指標です。 

公共用水域の水質保全や、使用料収入の増加等の観点から１００％となっていることが望ましい

とされています。一般的に数値が１００％未満である場合には、汚水処理が適切に行われておらず、

水質保全の観点から問題が生じる可能性があることや、使用料収入増加のため、水洗化率向上の取

り組みが必要となります。 

 

表２４ 水洗化率                                               単位：％ 

 
つくばみらい市 

令和４年度 

類似団体平均 

令和４年度 

全国平均 

令和４年度 

水洗化率 ９５．３６ ８９．７７ ８４．３９ 

 

❹水洗化率 

 類似団体と同水準、全国平均より高い水準となっています。水洗化が進んでいることを示しま

す。 

 

 

（４）各分析を踏まえた本市の現状 

 使用料収入は徐々に減少傾向にあります。歳出はほぼ一定額ですが、機器等の修繕が発生すると、

増加します。 

 コミニティ・プラント事業は公営企業会計ではなく一般会計のため、歳出が歳入を上回っている分

は他の事業の歳入により賄われています。 

経費回収率は４２．４８％と低く、経費の削減及び使用料の引き上げなどの対策が必要です。 
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２．将来の事業環境 

（１）処理区域内人口の予測 

「第２期つくばみらい市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」を参考に、処理区域内人口を予測し

ました。本戦略策定期間における令和１３（２０３１）年度まで処理区域内人口は減少していく見込み

です。 

 

図３０ 処理区域内人口推計                                           単位：人 

 

※なお、令和２（２０２０）年度から令和５（２０２３）年度は実績値とし、令和６（２０２４）年度以降は予測値とします。 
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（２）有収水量の予測 

処理区域内内人口の予測を踏まえ、有収水量を予測しました。 

有収水量は、以下の式で算出しています。 

 

【処理区域内人口予測に基づく有収水量の算出式】 

処理区域内人口×水洗化率＝水洗化人口 

水洗化人口×１人あたりの年間使用水量＝有収水量 

 

本戦略策定期間における令和１３（２０３１）年度までの有収水量は、処理区域内人口での減少は見

られますが、施設の状況や一人あたりの使用料の増加により現状を維持する見込みです。 

 

＊処理区域内人口…前項での予測のとおり減少していくと見込んでいます。 

＊水洗化率…処理区域内人口にあたる「青木」「狸穴」の２地区の人口減少率から算出したものを 

水洗化率としています。 

＊１人あたり年間使用水量…直近５年間（令和元（２０１９）年度から令和５（２０２３）年度）の平均 

値を用いました。 

 

図３１ 有収水量の見通し                                            単位：㎥ 

 
※なお、令和２（２０２０）年度から令和５（２０２３）年度は実績値とし、令和６（２０２４）年度以降は予測値とします。 
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（３）使用料収入の見通し 

有収水量の予測をもとに今後の使用料収入の予測を行いました。 

将来の使用料収入は、有収水量の推計値に使用料単価を乗じて予測しました。なお、予測にあた

っては、現行の料金体系を維持することを前提とし、使用料単価は令和元（２０１９）年度から令和５

（２０２３）年度の実績値の平均を用いました。 

有収水量の増減に伴って使用料収入も変動していく見込みです。 

 

図３２ 使用料収入の見通し                                         単位：千円

 

※なお、令和２（２０２０）年度から令和５（２０２３）年度は実績値とし、令和６（２０２４）年度以降は予測値とします。 

 

（４）投資の見通し 

コミニティ・プラント事業は平成５年度から整備に着手したため約３０年が経過しています。管路

の法定耐用年数は５０年となっており、将来的には修繕費や更新工事のための改築需要が増加する

ことが見込まれますが、現時点での今後の投資予定はありません。 

 

（５）組織の予測 

組織については人員の変更予定はありません。 

 

 



Ⅳ コミニティ・プラント事業 

64 

（６）経費の予測 

情勢を加味し全体的な物価上昇が見込まれますが、前述の各歳出科目において大きな影響はな

いと想定されます。そのため、今回の予測においては現状を維持するものとし、経費の増加は見込

んでいません。 

 

 

３．官庁会計における前提条件 

コミニティ・プラント事業においては現在も官庁会計であることから、一般財政による収支均衡が

見込まれます。そのため、まずはこれまでの現状分析および投資予測を踏まえ下記のとおり投資・財

政計画を策定します。 

 

 

４．投資・財政計画の策定（現状） 

今後、より厳しさを増す経営環境の中で、安定的な下水道サービスの提供を継続するためには、

経営に対する管理を一層厳格化し、洗い出された課題に対する取組を明確化・実行していく必要が

あります。 

そのためまずは、今後の経営を見通すために、現状からの将来の事業環境予測に基づいた投資・

財政計画を策定します。 

なお、投資・財政計画は３０年間分策定し、このうち本戦略の計画期間である令和１３（２０３１）年

度までの１０年間分を掲載します。 

（１）試算条件 

■収益的収支 

投資・財政計画の収益的収支（下水道施設等を維持管理するためにかかる収支）を推計する

にあたり、前章で示した予測に基づいて算出しています。経費のうち人件費以外の動力費、修繕

費、材料費、委託料等は今後の物価上昇を見込んでいます。 

■資本的収支 

投資・財政計画の資本的収支（下水道施設等を改築及び更新するために要する収支）につい

ては、現時点で発生していないことをもとに、投資・財政計画へ反映しています。 
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（２）投資・財政計画（現状） 

表２５ 将来の事業環境の予測に基づく投資・財政計画（現状）（コミニティ・プラント）                                          単位：千円 
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（３）投資・財政計画（現状）の概要 

現状からの将来の事業環境の予測に基づく投資・財政計画の概要は以下のとおりです。 

① 人口減少はあるものの、現在の行政人口の規模から影響は小さいものと考えられます。 

② 物価の高騰はあるものの、各歳出項目の支出状況から影響は小さいものと考えられます。 

③ 一般会計であり、歳入が歳出に不足する分は他の歳入で賄われています。 

 

上記を元に他事業と合わせて課題の整理を行い、改善に向けたシミュレーションを検討します。 
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１．経営の基本方針・目標 

（１）経営の課題 

これまで、各事業において現状の把握及び将来の予測を行い、課題を抽出してきました。 

本章ではこれらを踏まえた下水道事業全体の経営目標を定め、複数パターンの投資・財政計画を

策定した上で、今後の取り組み方針を決定していきます。 

今後本市の下水道事業が、安定的な下水道サービスの提供を継続するためには、厳しい経営環境

を乗り越え、経営基盤を強化していく必要があります。 

そのために必要な課題は以下のとおりです。 

 

❶公営企業会計導入による財務管理 

本市においては、公共下水道事業が令和２（２０２０）年度から、農業集落排水事業が令和３（２０２

１）年度から公営企業会計へ移行をしたことで、官公庁会計に比べ、財務情報を詳細に把握すること

が可能となりました。その強みを活かし、今後も財務状況を的確に把握・分析を行うことで、長期的

な視点での資金計画を策定していく必要があります。 

 

❷基準外繰入金の削減 

 本市の公共下水道事業及び農業集落排水事業における経常収支比率は単年度の収支が黒字であ

ることを示す１００％を超えていますが、使用料で回収すべき経費をどの程度賄えているかを示す

経費回収率が１００％を下回っていることから、実態は一般会計からの基準外繰入金に依存して維

持している状況です。 

 地方公営企業法では「独立採算制の原則」が掲げられ、使用料によって賄うことが適さない経費

（基準内繰入金）以外は使用料で賄うことと明記されています。本来下水道使用料で賄うべき費用

を、一般会計からの基準外繰入金として税金から補てんを受けることは、市財政の負担となるだけ

でなく、一般会計を財源とする各種サービスに影響を与えることにもなり、今後は基準外繰入金を

削減していく必要があります。 

 

❸経常収支比率の維持 

基準外繰入金を削減しただけでは、収入が減少し、単年度の収支に赤字が発生することになりま

す。赤字が継続すると事業を維持することが困難となるため、経常収支比率は単年度の黒字収支を

示す１００％以上を維持していく必要があります。  

Ⅴ  経営戦略の策定 
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❹経費回収率の向上 

本市において、令和５（２０２３）年度の経費回収率は、公共下水道事業８８．７８％、農業集落排水

事業４４．１７％、コミニティ・プラント事業４３．７５％と、公営企業の独立採算を示す１００％を割って

おり、向上を目指す必要があります。 

 

❺環境保全を保つための適正な投資 

下水道事業とは「都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の

保全に資することを目的とする。」（下水道法第１条）ものであり、この目的を達成するためには施

設・設備に対する継続的な投資が必要不可欠です。 

 

（２）経営の基本方針 

「第２次つくばみらい市総合計画（後期基本計画）」では、「安全で安心な水を安定的に利用できる

清潔で衛生的な暮らしを“みらい”につなげるまちを目指します。」を目指す姿と定め、以下の取組方

針を掲げています。 

 

図３３ 「第２次つくばみらい市総合計画（後期基本計画）」における取組方針 

 

 

前述の課題及び上記総合計画における取組方針を踏まえ、本市では効率的で持続可能な下水道

事業経営の実現に向け、次の３項目を下水道経営の基本方針として経営戦略を策定します。 

本戦略においては令和１３（２０３１）年度までを策定期間として目標を設定し、その達成に向けて

推進します。 
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基本方針❶施設整備の適正な改修・維持管理 

今後も安全・安心な下水道サービスの提供を継続するためには、老朽化に伴う改修や維持管理を

適切に行う必要があります。公共下水道事業は下水道ストックマネジメント計画、農業集落排水事業

は最適整備構想に基づき、事業実施の優先順位を決定し、投資の平準化を図りつつ適正な改修・維

持管理を継続していきます。 

 

基本方針❷民間活力の活用 

本市では、今後さらに効率的・効果的な維持管理が可能となる官民連携の手法の導入を目指し、

維持管理と更新を一体的に行うウォーターＰＰＰの導入を検討します。 

 

基本方針❸健全経営の確保（目標：経常収支比率１００％・経費回収率１００％） 

本市の下水道事業における経常収支比率は公共下水道事業・農業集落排水事業共に単年度の収

支が黒字であることを示す１００％を超えていますが、これは市の財政である一般会計からの繰入

金を受けていることで維持をしているものです。 

下水道事業では「独立採算制の原則」に基づき、使用料によって賄うことが適さない経費への繰

入以外は、使用料で賄うこととされ、使用料によって賄うことが適さない経費への繰入は「基準内繰

入」、本来使用料で賄うべきであるが赤字補てん等のための繰入を「基準外繰入」として区別してい

ます。 

そのため、経費削減を行い、効率的な経営を目指すと同時に、５年に１度は適正な使用料について

の検討を行うことで、経常収支比率１００％を維持しつつ経費回収率１００％の達成を目指し、基準

外繰入金の削減に取り組みます。 
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２．投資・財政計画 

（１）目標達成に向けた投資・財政計画案の検討 

経営の基本方針に掲げた「経費回収率１００％」という目標を達成するためには、汚水処理にかか

る費用に対して、使用料収入が上回る必要があります。しかし、将来の事業環境の予測に基づく投

資・財政計画では、物価上昇等により汚水処理にかかる費用の増加が見込まれ、経費回収率は更に

低下することが予想されています。そこで、その課題を改善するために令和８（２０２６）年度に下水

道使用料を改定することとした２つの投資・財政計画を試算しました。 

 

【パターン①】  

令和１２（２０３０）年度に公共下水道事業の経費回収率１００％を達成（全体改定率１７．５％）。 

農業集落排水事業及びコミニティ・プラント事業にも同様の水準の使用料単価を適用。 

令和８（２０２６）年度に使用料改定を行い、現在の使用料単価＋２８円 

（令和５（２０２３）年度１３５円 → 改定年度〜令和１２（２０３０）年度１６３円） 

各事業における改定率は以下の表のとおりです。 

表２６ 事業別・年度別の改定率                                            単位：％ 

 

 

【パターン②】 

公共下水道事業及び農業集落排水事業の合算で経費回収率１００％を達成（改定率３３．３％）。 

コミニティ・プラント事業にも同様の水準の使用料単価を適用。 

現在の使用料単価＋４５円（１３５円→１８０円）＊ 

全事業一律割合（３３．３％）によるシミュレーションを実施。 

＊現在使用料単価は令和４（２０２２）年度時点の全事業合算使用料単価１３５．０円をベースとする。 

 

なお、上記の使用料収入の改定とそれに伴う他会計補助金の変更以外は投資・財政計画（現状）と

同条件とします。このため、収益的収支のみの掲載とします。  



Ⅴ 経営戦略の策定 

71 

（２）投資・財政計画（案）の試算 

最初に、公共下水道事業で経費回収率１００％達成を目指したシミュレーションを示します。 

表２７−１ シミュレーションパターン①（公共・収益的収支）                                                          単位：千円 
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表２７ー２ シミュレーションパターン①（農集・収益的収支）                                                         単位：千円 
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表２７ー３ シミュレーションパターン①（コミニティ・プラント事業）                                  単位：千円 
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続いて、公共下水道事業及び農業集落排水事業の合算で経費回収率１００％達成としたシミュレーションを示します。 

表２８ー１ シミュレーションパターン②（公共・収益的収支）                                                          単位：千円 
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表２８ー２ シミュレーションパターン②（農集・収益的収支）                                                          単位：千円 
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表２８ー３ シミュレーションパターン②（コミニティ・プラント事業）                                                     単位：千円 
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（３）投資・財政計画の検討 

 今回、経営の基本方針に掲げた「経費回収率１００％」という目標を達成するために、計画期間内に

公共下水道事業で経費回収率１００％を達成するパターン①と、公共下水道事業及び農業集落排水

事業合算で経費回収率１００％を達成するパターン②、２つの投資・財政計画の試算を実施しまし

た。その結果、目標達成のためには、パターン①では１７．５％、パターン②では３３．３％の使用料改

定が必要であることが判明しました。 

 本来であれば全ての事業において経費回収率が１００％となることが望ましいですが、現状の使用

料単価から３０％以上の値上げは市民の大幅な負担増加となります。 

 また、現在、農業集落排水事業においては、公共下水道や取手地方広域下水道組合への広域化・共

同化への検討を進めていることから、本計画においてはまず、公共下水道事業の経費回収率を１０

０％とすることを目標とし、今後、最低でも５年に一度、経営戦略及び使用料体系についての見直し

を行うことで経営の安定化を図っていくことが適正であると判断しました。 

 

（４）投資・財政計画の決定 

パターン①の投資・財政計画を本経営戦略での投資・財政計画とする。 
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３．投資・財政計画を踏まえた今後の取り組み 

（１）ロードマップの策定 

 国土交通省は、「社会資本整備総合交付金等の交付にあたっての要件等の運用について」（令和２

年３月３１日国水下第５６号）及び「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進につい

ての留意事項」（令和２年７月２２日事務連絡）により、社会資本整備総合交付金の交付の要件として

以下を示しています。 

 

【使用料改定の必要性の検証に関する要件】 

◎「社会資本整備総合交付金等の交付にあたっての要件等の運用について」（令和２年３月３１日国

水下第５６号） 

少なくとも５年に１回の頻度で、下水道使用料の改定の必要性に関する検証を行い、経費回収率

の向上に向けたロードマップを策定し、国土交通省に提出するとともに、検証結果を公表すること

を交付要件とする。 

◎「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進についての留意事項」（令和２年７月２

２日事務連絡） 

経費回収率の向上に向けたロードマップに定めた業績目標を達成できない場合、汚水について重

点配分の対象としない。 

特に、供用開始後３０年以上経過しているにも関わらず、使用料単価が１５０円／㎥未満であり、

かつ経費回収率が８０％未満であり、かつ１５年以上使用料改定を行っていない団体については、令

和７年度以降、汚水について重点配分の対象としない。 

 

 以上の要件を受けて、令和４（２０２２）年３月に策定した経営戦略内においても交付要件を満た

したロードマップを示していますが、公共下水道事業・農業集落排水事業・コミニティ・プラント事業

合算での目標値のみを示していました。 

社会資本整備総合交付金の要件を事業ごとに検証するために、今回の改定では前章で示した基

本方針を前提に、現在社会資本整備総合交付金の交付を受けている公共下水道事業単体でのロー

ドマップを示し、それに加えて公営企業会計である公共下水道事業と農業集落排水事業合算でのロ

ードマップを併せて示します。
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表２９ 経費回収率向上に向けたロードマップ      ＊将来の事業環境の予測に基づく投資財政計画にて設定 

年度 収益確保の活動 経費削減の活動 

令和６（２０２４） 使用料改定の検討・条例改正  

令和７（２０２５） 新使用料に向けた周知、システム改修等   

令和８（２０２６） 新使用料の適用   

令和９（２０２７） 効果検証及び収支再試算   

令和１０（２０２８）    

令和１１（２０２９） 使用料改定の検討   

令和１２（２０３０）    

令和１３（２０３１） 検討の上、必要であった場合、使用料改定の実施   

 

表３０ ロードマップ目標値（公共下水道事業）               ※シミュレーションパターン①を目標とする 

年度 経費回収率 経常収支比率 

令和７（２０２５）年度 開始値 ８２．７５％ １１９．２０％ 

令和１０（２０２８）年度 中間値 ９８．００％ １００．００％ 

令和１３（２０３１）年度 目標値 １００．００％ １００．００％ 

 

表３１ ロードマップ目標値（公共下水道事業、農業集落排水事業）    ※シミュレーションパターン①を目標とする 

年度 経費回収率 経常収支比率 

令和７（２０２５）年度 開始値 ７４．１６％ １２０．８４％ 

令和１０（２０２８）年度 中間値 ８７．００％ １００．００％ 

令和１３（２０３１）年度 目標値 ９０．００％ １００．００％ 

※コミニティ・プラント事業は算定式が異なることから上記目標には含まないものとする。 

（２）収入増加及び支出削減のための具体的取組及び実施時期 

① 収入増加及び支出削減のための具体的取組及び実施時期 

収入増加については、ロードマップに定めたとおり、令和８（２０２６）年度からの使用料改定に伴

う収入の増加を予定しています。また、未接続家屋への普及活動等による接続促進を図り水洗化率

の向上に努めます。 

支出削減については、現在の委託契約の見直しやストックマネジメント計画の実施により支出の

抑制に努め、経常収支比率１００％以上を今後も維持します。 

また、現在実施している小絹水処理センターの増改築事業完了後の令和１２（２０３０）年度から福

岡地区の農業集落排水処理施設における公共下水道事業への編入に向け事業を開始し、その後順

次、十和地区・下小目地区について編入を行うことで下水道事業全体の事業運営の効率化を図って

いきます。 

未普及地区の

解消および接

続率向上に向

けた普及活動 

包括委託の継

続、コスト効

率化に向けた

検討 
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（３）今後の投資についての検討 

今後の投資については、各事業で管渠・処理施設の改築・修繕と未普及地区の解消を進めていく

予定です。経営戦略に基づいた検証とその効果を検討し、将来の投資計画の精緻化や見直しを適宜

進めます。 

 

（４）原価計算 

令和４（２０２２）年１月２５日総務省通知の「経営戦略」の改定推進について」には、地方公営企業

における使用料について、「水道事業、簡易水道事業及び下水道事業については、使用料水準が適

切なものであるか、また将来の使用料改定の必要性等について議会や住民の理解に資するよう、使

用料回収率や経費回収率の目標及び原価計算の内訳などを記載し、見える化を図ること。」「公正妥

当なもので、かつ能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を

確保することができるものでなければならない」とされています。 

また、総務省は使用料の設定について、以下を留意事項としています。 

・社会情勢、経営環境の変化に応じて適切な使用料となるよう、３年から５年内の経営戦略の改定の

際に使用料水準等を検証し、必要な改定の検討を行うこと。その際、施設の老朽化の実態や経営の

将来見通しについて住民や議会にわかりやすく公表し、議論すること。 

・総括原価主義の原則に基づき、狭義の原価に事業報酬を加えた原価を基礎とすること。その際、経

営改善・合理化を一層徹底し、原価を極力抑制するとともに、特に水道事業や下水道事業など、将来

にわたって安定的に事業を継続する必要がある事業については、施設の計画的な更新の原資を確

保するため、事業報酬として必要な資産維持費を算定することを検討すること。 

・人口減少等の経営環境の変化に対応するため、将来にわたり健全な経営を確保できる水準とする

とともに、使用料体系（例えば、基本使用料と従量使用料の比率等）についても適切に配意するこ

と。 

これらに基づき、前項の投資・財政計画シミュレーションパターン①による原価計算を実施し、次

に示します。 

なお、上記の留意事項に記載があるとおり、下水道使用料の原価計算は、原価を基準としてさら

に事業報酬（健全な下水道事業を経営するための内部留保資金）を資産維持費として上乗せさせる

ことにより使用料を決める総括原価主義に基づく方法で行うのが原則ですが、本市においては経費

回収率が１００％未満であり、現状において汚水処理に必要な経費を使用料収入で賄えていない以

上、使用料を引き上げる場合にも、「将来の改築財源のために積み立てることを目的とした資産維

持費」として徴収しにくい状況であることを加味し、試算維持費を加味しないものとして設定しまし

た。（総務省第６回研究会資料より） 
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表３２－１ 原価計算表（公共） 
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表３２－２ 原価計算表（農集） 
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■原価計算の総括 

 

 総務省から示された様式により原価計算を実施したところ、公共下水道事業で８４．９３％、農業集

落排水事業で３９．８４％と原価（費用）に対する収益（使用料）が下回る結果となりました。 

 これは、投資・財政計画のシミュレーションパターン①による使用料改定の水準は令和１２（２０３０）

年度に経費回収率が１００％となるように設定されているのに対し、原価計算は令和７（２０２５）年

度から令和１３（２０３１）年度の平均値で実施されており、経費回収率が１００％となっていない期間

も原価計算には含まれていることが要因です。 

 シミュレーションパターン①による使用料改定により、公共下水道事業においては令和１２（２０３

０）年度以降は経費回収率１００％を維持でき、原価計算においても数値が改善すると見込まれてお

ります。 

 次回の経営戦略においてはその状況を踏まえ、さらに将来の改築財源として資産維持費も加味し

て検討を進めていきます。 

 

 

 

（５）投資・財政計画に未反映の取り組みや今後予定の取り組み概要 

１．広域化・共同化・最適化に関する事項 

前述のとおり、農業集落排水事業とコミニティ・プラント事業における広域化については現在も検

討を進めています。次回の経営戦略見直しの際には、本検討事項も経費・収入へ反映していきます。 

 

２．投資の平準化に関する事項 

本戦略の投資計画は本市で策定した目標の整備予測をもとに試算しました。将来の負担増を鑑

み、今回の本戦略では資本費平準化債を採用していませんが、今後の資金繰りを考慮し状況に合わ

せて検討していきます。 

 

３．民間の活力の活用に関する事項（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、ＰＰＰ・ＰＦＩ

など） 

現段階ではウォーターＰＰＰの導入要否を検討しています。最適整備を進めている現状において、

支出と削減可能なコストを加味し、検討を進めていきます。また、将来的には、そのほかに職員の技

術力の維持を考慮しつつ、委託業務の範囲拡大等について検討し複数年契約等の拡充などによる

経費削減を検討していきます。 
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４．使用料の見直しに関する事項 

令和８（２０２６）年度の使用料見直しを予定しています。それ以降は、５年毎に状況を見直し、社会

情勢等の急激な変化により投資・財政計画の見直しが必要になった場合には、使用料の見直しにつ

いて適宜適正な金額設定の上、検討を行うこととします。 

 

５．投資以外の経費についての検討状況等 

委託費については、維持管理業務等の委託業務に関して現在はすでに複数年度で実施している

ことから、複数年契約の期間延長などについても視野に入れ、さらに経費削減が可能かを検討しま

す。 

 それ以外の取り組みについては、特に予定はしておりませんが、将来の経営状況を鑑み経費削減

に関して、実現可能なものの採用について適宜検討します。
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１．推進体制 

本戦略における取り組みは、上下水道課を中心として実施します。一方で、投資や投資の効率化

等による利用者サービスの向上は、全体の最適化に資するものであることから、サービスの規模の

最適化等の取り組みについて今後推進していきます。また、進捗状況については、事務局である上

下水道課で情報収集・進捗管理を行い、対応を検討します。 

 

図３４ 推進体制 
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２．フォローアップ 

本戦略の実行性を確実なものとするために、ＰＤＣＡサイクルにもとづいた進捗管理を行います。

特に計画の見直しに関しては、修繕・更新などの実施状況や劣化状況、財政状況などを評価した上

で少なくとも５年に一度の頻度で行うものとします。 

 

図３５ ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

３．次回以降の見直し 

本戦略の次回以降の見直しについては、公表年度の令和６（２０２４）年度から原則５年ごとに

行います。また、使用料の見直しについては、現在使用料の改定を進めている令和８（２０２６）

年度から原則５年ごとに行います。 

双方の見直しはいずれも使用料の妥当性の検証及び検討、投資計画の進捗等、経営の変化

にあわせて行うものとし、自然災害等の突発的な事象があれば、次のスケジュールに関わらず適

宜見直しを行います。また、見直し及び検討にあたっては、下水道審議会への意見を求めます。

改定後は広く住民等へ公表することとします。 

 

表３３ 経営戦略及び使用料の見直しスケジュール 
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経営戦略における用語解説 

《あ行》 

維持管理費 

日常の排水処理施設の維持管理に要する経費で、修繕費、委託費等とそれに係る人件費等によって構

成されています。 

一般会計からの繰入金 

一般会計から下水道事業会計へ支出する繰出金で、下水道事業会計から見ると繰入金であり、その財

源は主に税金です。 

ウォーターＰＰＰ 

水道、工業用水道、下水道などの水道分野を対象とした官民連携方式で、コンセッション（公共施設等

運営事業）方式と、「管理・更新一体マネジメント方式」を併せた総称のことを指します。 

エネルギー利用  

下水道事業の実施に伴い生じる資源を用いた収入増につながる取組です。 

汚水処理費 

汚水の処理にかかる維持管理費と資本費（企業債等利息及び減価償却費）のことを指します。 

 

《か行》 

改築  

機能の低下した下水道施設に対して、対象施設の全部又は一部の再建設あるいは取り替えを行うこと

により、機能を回復させることで所定の耐用年数が新たに確保されることをいいます。 

管渠 

下水（汚水や雨水）を流すための管のことです。 

管路  

管渠、マンホール、ます、取付管の総称です。 

企業会計 

現金の動きやその残高のみではなく、債権債務の発生の事実にもとづいて経理し（発生主義）、その年

度の事業活動に係るもの（収益的収支）と翌年度以降の事業活動の基になるもの（資本的収支）とに区

分して経理することにより、経営成績や財政状態を明らかにする会計方式のことを指します。 

企業債 

地方公共団体が建設・改良の財源に充てるために起こす地方債（借金）のことです。 

基準内繰入金 

一般会計から下水道事業会計に繰り入れるお金のうち、雨水処理に要する経費等、公費で負担すべき

ものです。対比として基準外繰入金があります。 
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共同化 

複数自治体で共同使用する施設の建設や事務の一部を共同して管理及び執行することをいいます。 

供用開始  

下水道の整備により、多くの人が使用可能になることをいいます。 

経常収支 

主たる経営活動と他の経営活動から日常的に得ている収益及び費用です。 

下水道処理区域  

排除された下水を終末処理場により処理することができる区域です。 

減価償却費  

⻑期にわたって使用する固定資産の価値の減少相当分を費用として計上したものです。 

広域化  

一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指します。 

公営企業会計  

病院や水道事業等地方公共団体が運営している公営企業が取り入れている複式簿記の会計処理です。 

公共下水道事業 

主として市街地における下水を排除し又は処理するために地方公共団体が管理する下水道。終末処理場

を有するものを単独公共下水道、流末を流域下水道に接続するものを流域関連公共下水道といいます。 

 

《さ行》 

最適化  

①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に

応じて最適なものを選択すること、③施設の統廃合を指します。 

実質的な使用料 

使用料収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含

む）を指します。 

指定管理者制度  

公共施設の管理及び運営を民間企業が行うことをいいます。 

資本集約型 

資本集約型とは、設備投資を行い、固定資本に対して生産の依存度が高い産業を指します。具体的な

例としては、工業製品および野菜など機械によって生産されることが一般化されている産業であり、

電気、ガス、下水道事業などのインフラや農業、工業などで生産力が企業価値に結びつくような業種が

多くなっています。 

資本的収支  

固定資産の取得や改築及び改良に伴い発生する収入及び支出です。 
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収益的収支  

企業の経営活動に伴い発生する収益及び経費です。 

修繕  

老朽化した施設又は故障若しくは破損した施設を修理して、施設の現状の回復を図ることをいいます。

修繕は、所定の耐用年数を維持するもので延伸はしません。 

従量制  

使用水量に応じて使用料を算定する料金体系をいいます。 

水再生センター  

下水を最終的に処理して公共用水域に放流するために設けられた施設で、下水道法で定められている

終末処理場のことです。 

使用料単価  

使用料収入額を有収水量で除したものです。 

処理人口普及率  

下水道を利用できる人口が市全体の人口のうちどのくらいかを表す指標です。 

水洗化人口／水洗化率 

実際に下水道に接続している人口又は割合を表す指標です。 

ストックマネジメント  

目標とする明確なサービス水準を定め、その状態を点検及び調査等によって客観的に把握及び評価し、

長期的な施設の状態を予測しながら、点検及び調査、修繕及び改築を一体的に捉えて下水道施設を計

画的かつ効率的に管理することをいいます。 

損益勘定留保資金  

減価償却費や資産減耗費等現金を伴わない費用によって内部に残る資金（内部留保資金）のことです。 

 

《た行》 

⻑期前受金戻入 

資産取得時の補助金等を減価償却に応じて収益化した現金を伴わない収益です。 

⻑寿命化対策 

既存施設をより長く安全に利用するため老朽化の進行を防ぎ、延命措置を行うことをいいます。 

調定（調定件数） 

下水道使用料の調定とは、個々の使用者に対するそれぞれの使用料を確定する行為をいいます。本市

では、水道の使用水量をもとに排水量を認定し、単価表に当てはめています。調定件数とは、２か月に

一度、上水道のメーター検針に基づき、下水道使用料を賦課していますが、その賦課件数のことであり、

１年間続けて使用している場合は６件となります。 
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独立採算制の原則  

繰入金（税金）ではなく、使用料で経営を行わなければならないという原則です。 

土地・施設等利用  

下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた収入増につながる取組です。 

 

《は行》 

標準耐用年数 

法律等で決められた資産が利用できるとされる期間です。 

不明水 

下水のうち有収汚水以外のものであり、地下水、直接浸入水などからなるものをいう。原因として、雨

どい等、宅内配管の誤接合によって流入したり、老朽化した管渠の継手部分やひび割れ、破損箇所か

ら浸入したりすると考えられます。 

包括的⺠間委託  

維持管理等で複数の業務を一体的（包括的）に発注し、また、複数年契約にて民間企業に委託すること

をいいます。これにより、民間のノウハウを生かしつつ業務の効率化が期待されます。 

法適  

地方公営企業法を事業に適用し、公営企業会計となっていることを示します。 

ポンプ場  

地形上、終末処理場まで自然流下できない場所、管渠が地中深くなりすぎる場所に設け、水位を上げ

るための施設です。 

 

《ま行》 

⺠間委託 

地方公共団体の行う業務を民間企業に委託することをいいます。 

 

《や行》 

有収水量  

処理した汚水のうち、使用料収入の対象となる水量のことです。 

 

《ら行》 

流域下水道  

２以上の市町村からの下水を受け処理するための下水道で終末処理場と幹線管渠からなり、事業主体

は都道府県です。本戦略中への記載はありませんが、単独下水道と対比させることがあります。 
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類似団体 

総務省より、市町村を処理区域内人口別区分、処理区域内人口密度区分、供用開始年数区分で類型化

したものです。 

 

《その他》 

ＰＤＣＡサイクル 

計画（ｐｌａｎ）、実行（ｄｏ）、評価（ｃｈｅｃｋ）、改善（ａｃｔｉｏｎ）を順に実施し、最後の改善（ａｃｔｉｏｎ）では評

価（ｃｈｅｃｋ）の結果から、次回の計画（ｐｌａｎ）に結び付けるという考え方です。このプロセスを繰り返

すことにより、品質の維持・向上及び継続的な業務改善活動を推進するためのマネジメント手法といえ

ます。 

ＰＰＰ 

公民が連携して公共サービスの提供を行うスキームで、を ＰＰＰ（パブリック・プライベート・パートナー

シップ）の略称です。 

ＰＦＩ 

ＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）とは、公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、

民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な

公共サービスの提供を図るという考え方です。 
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